
令和８年度

本件契約に係る入札により本市企業局が借り受ける複写機（以下「複写機」という。）の仕様は、

次のとおりとする。

（複写機）

第１条 複写機は、別紙１に掲げる基本仕様を全て満たすものであること。

なお、複写機の連続複写速度（Ａ４横）は、別紙１のとおりとする。

２ 複写機の納入（設置）場所及び数量並びに機器の仕様は、別紙１及び別紙２のとおりとする。

ただし、複写機の納入（設置）場所については、本市における組織改正により、課名等の変更

はありえる。

なお、別紙１において求める個別の機能については、別紙２に掲げる個別仕様を満たすもの

であること。

（設置及び撤去）

第２条 賃貸人は、次の日時までに複写機を設置し、かつ、使用し得る状態にしなければならな

い。ただし、ネットワークスキャナ機能又はネットワークプリンタ機能を有することを別紙２

において求めた場合における当該機能の使用に必要となる既設の情報機器等へのソフトウェア

等の導入、設定等についてはこの限りでないものとするが、当該複写機を利用する担当部署と

協議の上、できる限り速やかに当該作業を完了すること。

令和８年４月１日　午前８時３０分

２ 賃貸人は、賃借人と協議の上、契約終了時に当該設置した複写機を撤去し、適法に処分する

ものとする。

また、複写機に保存されている情報については、賃貸人の負担と責任において、裁断、焼却、

電磁記録媒体の物理的破壊又は電子データを復元できないように完全に消去する等の方法に

より確実に廃棄処分を行い、その結果を書面にて証明するものとする。

３　第１項及び前項に規定する設置、撤去等に係る費用は、賃貸人の負担とする。

（賃貸借期間）

第３条 賃貸借期間は、次のとおりとする。

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

２ 本件契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継

複 写 機 賃 貸 借 契 約 仕 様 書

賃貸借番号 ２ 複 写 機 （ 赤 黒 ） 賃 貸 借 及 び 保 守 契 約 （低速機Ⅰ）



続契約であり、前項の規定にかかわらず、本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降におい

て本件契約に係る本市企業局の歳出予算に減額又は削除があった場合は、当該削除のあった会

計年度の前年度の末日をもって本件契約を終了する。

（年間予想複写枚数）

第４条 年間予想複写枚数は、別紙１のとおりとする。

２ 賃借人の１年当たりの複写枚数が別紙１に掲げる枚数に達しなかった場合であっても、賃借

人は、一切補償等の責を負わないものとする。

（機械保守）

第５条 賃貸人は、複写機の保守に関し、次の各号に掲げる業務を誠実に実施し、複写機を常に

安定して使用し得る状態に維持しなければならない。

（１）定期に複写機の点検を行い、必要と認めるときは、調整その他必要な措置をとること。

（２）複写機に不具合が発生したときは、賃借人の求めに応じ、直ちに修理に着手し、複写機を

正常な状態に回復させること。

（３）前号の規定による修理を行った場合にあって、同様の故障が数回にわたり繰り返すときは、

当該複写機を取り替えること。

２ 感光体及び現像液の貸与、トナーその他の消耗品（用紙及びステープル針を除く。）の供給

並びに前項各号に掲げる業務に係る一切の費用は、賃貸人の負担とする。

３ 賃貸人は、賃借人の使用する用紙が複写機製造者が指定し、又は推奨するコピー専用紙でな

いことを理由に、第１項各号に定める業務を拒否し、又は賃借人に新たな費用の負担を求めて

はならない。



別紙１（複写機用）

・

・

・

・

台

・

台

・

　導入予定の複写機が
　要する性能

高速機Ⅰ （６０枚／分以上）

連 続 複 写 速 度 高速機Ⅱ （５０枚／分以上６０枚／分未満）

（ Ａ ４ 横 ） 中速機 （４０枚／分以上５０枚／分未満）

低速機Ⅰ （３０枚／分以上４０枚／分未満）

低速機Ⅱ （２０枚／分以上３０枚／分未満）

ファクシミリ機能 必 要 不 要

ス テ ー プ ル 機 能 必 要 不 要

パ ン チ 機 能 必 要 不 要

ス キ ャ ナ 機 能

必 要 不 要

接続クライアント台数
　　24
(12階21台、
地下1階3台)

プ リ ン タ 機 能

必 要 不 要

接続クライアント台数
　　24
(12階21台、
地下1階3台)

カラー／モノクロ 赤 黒 モ ノ ク ロ

その他必要とする機能

年間予想複写枚数
モノクロ 28,000 枚／年

赤黒 100 枚／年

複 写 機 設 置 場 所 和歌山市七番丁２３番地　和歌山市役所 本庁舎 １２階　維持管理課

備 考

基本仕様

複写方式 デジタル方式

必
　
　
　
須

解像度 原則として６００ｄｐｉ以上

原稿サイズ 最大Ａ３以上とし、Ａ３、Ａ４、Ｂ４及びＢ５の各サイズの複写可
能であること。

複写サイズ

複写倍率

固定倍率

１１５％、１２２％及び１４１％の３段階以上の拡大並びに８
７％、８２％及び７１％の３段階以上の縮小が固定倍率で設定され
ていること。（誤差±１％以内）

任意倍率
最小５０％以下で最大２００％以上の任意倍率の設定が１％刻みで
可能であること。

給紙方式

前面給紙方式

５００枚以上の用紙が収納できるトレイ等を４段以上有しているこ
と。

原則として手差し給紙が可能であること。

電源 ＡＣ１００Ｖ　１５Ａ

その他

現行機種であること。

自動両面原稿送り装置を有していること。

自動両面複写が可能であること。

Ａ３まで対応可能なソート機能（機械的方法又は電子的方法により、部ごと
に仕分けし、かつ、重ねて排紙できる機能をいう。）を有していること。

未使用品（名称のいかんを問わず、一度使用された機器又はこれら
の機器に幾分の手入れをしたものを除く。）であること。

グリーン購入法に適合していること。

国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。



別紙２（複写機用）

特記事項

個別仕様

ファクシミリ機能
スーパーＧ３規格に対応したアナログファクシミリ機能を有してい
ること。 該

　
当
　
時
　
必
　
要

ステープル機能
コーナーとじ及び２箇所とじが可能なステープル機能を有している
こと。

パンチ機能 ２穴パンチ機能を有していること。

スキャナ機能
ネットワークスキャナ機能（フルカラースキャナに限る。）を有し
ていること。

プリンタ機能 ネットワークプリンタ機能を有していること。

　別紙１「導入予定の複写機が要する性能」において、スキャナ機能又はプリンタ機能を必
要とし、クライアント台数の記載がある場合は、当該機能の使用に必要となるソフトウェア
等の導入及び設置等をその台数分に対して行うこととする。

本仕様書に定める複写機の賃貸借（入札）数量は、１台である。



賃貸借契約書（案） 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（以下「乙」という。）は、○○○

（以下「複写機」という。）の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 

（目的） 

第１条 甲は複写機を乙から賃借し、乙はこれを賃貸する。 

２ 乙は、複写機の修繕等、複写機が常時正常に稼動し得るよう維持する義務を負わない

ものとする。 

（複写機の機種等） 

第２条 複写機の機種、台数及び設置場所は、次のとおりとする。 

（１）機種 ○○○○ 

（２）台数 ○台 

（３）設置場所 和歌山市企業局○○部○○課内 

（契約期間） 

第３条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（賃貸借料） 

第４条 賃貸借料は月払いとし、各月の賃貸借料は、○○，○○○円（うち消費税及び地方

消費税に相当する額○，○○○円を含む。）とする。 

（賃貸借料の請求） 

第５条 乙は甲に対し当該月の翌月に賃貸借料の請求をするものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第６条 甲は、前条の請求を受けた日から３０日以内に賃貸借料を乙に支払わなければなら

ない。 

２ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合

は、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、当該遅延に係る支払期限の翌日における

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（その額が１００円未満である

とき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切

り捨てる。）の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。 

（善管注意義務） 

第７条 甲は、複写機を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。 

２ 乙は、複写機に賃貸借物である旨の表示をしなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、甲の故意又は重大な過失により複写機を損傷した

ときに限り、甲に損害の賠償を請求することができる。 

（通知義務） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかの行為を行うときは、あらかじめ乙に通知し、その承

諾を得なければならない。 

（１）第２条第３号の設置場所を変更するとき。 

（２）複写機の一部の取替え若しくは改造又は複写機にほかの機械器具を取り付けるとき。 

（料金の改定） 



第９条 乙は、契約期間中に公租公課の増減等により賃貸借料の額が不相当となったとき

は、賃貸借料を改定しようとする日の３か月前までに、書面でその旨を通知し、甲乙協

議して、賃貸借料を改定することができる。 

（契約の解除） 

第１０条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行せず、若しくは履行する見込みがない

場合又は義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合は、直ちにこの契約を

解除することができる。この場合において、契約解除に伴う費用は、乙が負担する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、甲は、令和８年度以降の甲の歳出予算において、当該賃

貸借料について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。この

場合において、契約解除に伴う費用は、甲が負担する。 

３ 甲及び乙は、前２項に規定するほか必要がある場合は、甲乙協議の上、３か月前まで

に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人

にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる

者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実

質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警

察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の

賠償を乙に請求することができる。 



３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１２条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することが 

できる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。） 第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、

当該措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６

２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」

という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定によ

り取り消された場合を含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が

乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われ

たときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）

を行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があ

ったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があった

とされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間

を除く。）に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたもので

あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行

為について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独

占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれ

か多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事

由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（複写機の返還） 

第１３条 甲は、この契約が満了したときは、複写機を速やかに乙に返還しなければなら

ない。 

２ 前項の規定による返還を行う場合において必要な費用は、賃貸借料に含まれるものとす

る。 



３ 乙は、複写機の返還を受けた際は、複写機に保存されている情報について、乙の負担

と責任において、裁断、焼却、電磁的記録媒体の物理的破壊又は電子データを復元でき

ないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行い、その結果を書面にて

証明しなければならない。 

（機密の保持） 

第１４条 乙は、この契約の履行に際し知り得た甲の秘密を外部に漏らしてはならない。 

（管轄裁判所） 

第１５条 この契約に関し、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、和歌山市を管轄す

る裁判所を第１審の管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 

第１６条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議して定

めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

令和８年４月１日 

                     甲 和歌山市七番丁２３番地 

                       和歌山市 

                        和歌山市公営企業管理者 瀬 崎 典 男 

 

 

                     乙 



賃貸借契約書（案） 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（以下「乙」という。）と△△△△

株式会社（以下「丙」という。）は、○○○（以下「複写機」という。）の賃貸借について、

次のとおり契約を締結する。 

（目的） 

第１条 甲は、複写機を乙の責任において丙から賃借し、丙はこれを賃貸する。 

２ 乙及び丙は、複写機の修繕等、複写機が常時正常に稼動し得るよう維持する義務を負

わないものとする。 

３ 乙は、丙をして、この契約に基づく乙の債務を履行させるものとし、もし丙が債務を

履行しない場合は、乙が当該債務を履行するものとする。 

（複写機の機種等） 

第２条 複写機の機種、台数及び設置場所は、次のとおりとする。 

（１）機種 ○○○○ 

（２）台数 ○台 

（３）設置場所 和歌山市企業局○○部○○課内 

（契約期間） 

第３条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（賃貸借料） 

第４条 賃貸借料は月払いとし、各月の賃貸借料は、○○，○○○円（うち消費税及び地方

消費税に相当する額○，○○○円を含む。）とする。 

（賃貸借料の請求） 

第５条 丙は甲に対し当該月の翌月に賃貸借料の請求をするものとする。 

（賃貸借料の支払） 

第６条 甲は、前条の請求を受けた日から３０日以内に賃貸借料を丙に支払わなければなら

ない。 

２ 丙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による賃貸借料の支払が遅れた場合

は、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、当該遅延に係る支払期限の翌日における

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の

規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（その額が１００円未満である

とき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切

り捨てる。）の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。 

（善管注意義務） 

第７条 甲は、複写機を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。 

２ 丙は、複写機に賃貸借物である旨の表示をしなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、丙は、甲の故意又は重大な過失により複写機を損傷した

ときに限り、甲に損害の賠償を請求することができる。 

（通知義務） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかの行為を行うときは、あらかじめ乙及び丙に通知し、

その承諾を得なければならない。 



（１）第２条第３号の設置場所を変更するとき。 

（２）複写機の一部の取替え若しくは改造又は複写機にほかの機械器具を取り付けるとき。 

（料金の改定） 

第９条 丙は、契約期間中に公租公課の増減等により賃貸借料の額が不相当となったとき

は、賃貸借料を改定しようとする日の３か月前までに、書面でその旨を通知し、甲乙丙

協議して、賃貸借料を改定することができる。 

（契約の解除） 

第１０条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行せず、若しくは履行する見込みがない

場合又は義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合は、直ちにこの契約を

解除することができる。この場合において、契約解除に伴う費用は、乙が負担する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、甲は、令和８年度以降の甲の歳出予算において、当該賃

貸借料について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。この

場合において、契約解除に伴う費用は、甲が負担する。 

３ 甲乙丙は、前２項に規定するほか必要がある場合は、甲乙丙協議の上、３か月前まで

に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１１条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 

（１）乙又は丙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表

者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個

人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げ

る者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙若しくは丙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」とい

う。）が実質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙若しくは丙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員

等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をい

う。以下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙若しくは丙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙若しくは丙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（６）乙若しくは丙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であること

を知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙若しくは丙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわ



らず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠

償を乙又は丙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙又は丙に損害が生じても、

その責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１２条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することが 

できる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。） 

第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置

命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２

条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」と

いう。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により

取り消された場合を含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙

又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われた

ときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていな

いときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を

行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があった

とされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったと

された期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契

約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したとき

は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）

に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、

当該取引分野に該当するものであるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為

について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれ

か多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事

由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その

責めを負わないものとする。 

（複写機の返還） 

第１３条 甲は、この契約が満了したときは、複写機を速やかに丙に返還しなければなら

ない。 



２ 前項の規定による返還を行う場合において必要な費用は、賃貸借料に含まれるものと

する。 

３ 丙は、複写機の返還を受けた際は、複写機に保存されている情報について、丙の負担

と責任において、裁断、焼却、電磁的記録媒体の物理的破壊又は電子データを復元でき

ないように完全に消去する等の方法により確実に廃棄処分を行い、その結果を書面にて

証明しなければならない。 

（機密の保持） 

第１４条 乙及び丙は、この契約の履行に際し知り得た甲の秘密を外部に漏らしてはなら

ない。 

（管轄裁判所） 

第１５条 この契約に関し、甲と乙又は丙の間で訴訟の必要が生じた場合は、和歌山市を

管轄する裁判所を第１審の管轄裁判所とする。 

（疑義等の決定） 

第１６条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙丙協議して

定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

令和８年４月１日 

                     甲 和歌山市七番丁２３番地 

                       和歌山市 

                        和歌山市公営企業管理者 瀬 崎 典 男 

 

 

                     乙 

 

 

 

 

                     丙 



複写機保守契約書（案） 

 

 和歌山市（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（以下「乙」という。）は、○○○

（以下「複写機」という。）の保守（トナー、デベロッパー及びドラムの交換を含む。以下

同じ。）について、次のとおり契約を締結する。 

（目的） 

第１条 乙は複写機が常時正常な状態で稼動し得るよう保守を行い、甲はこれに対して保

守代金を乙に支払うものとする。 

（複写機の機種及びその設置場所） 

第２条 複写機の機種及びその設置場所は、次のとおりとする。 

（１）機種 ○○○○○ 

（２）設置場所 和歌山市企業局○○部○○課内 

（契約期間） 

第３条 この契約の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（保守代金） 

第４条 複写枚数１枚当たりの単価は、モノクロ〇〇円〇〇銭（消費税及び地方消費税分

を含まない。）、赤黒〇〇円〇〇銭（消費税及び地方消費税分を含まない。）とする。 

（保守代金等の請求） 

第５条 乙は、毎月末において、甲の確認を受けて複写枚数を算出し、前条の規定に基づ

き保守代金並びにそれに対する消費税及び地方消費税分（以下「保守代金等」という。）

を甲に請求するものとする。 

（保守代金等の支払） 

第６条 甲は、乙から前条の請求を受けた日から３０日以内に保守代金等を乙に支払わな

ければならない。 

２ 乙は、甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による保守代金等の支払が遅れた場

合は、未受領金額につき、その遅延日数に応じ、当該遅延に係る支払期限の翌日におけ

る政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項

の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額（その額が１００円未満であ

るとき、又はその額に１００円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を

切り捨てる。）の遅延損害金の支払を甲に請求することができる。 

（複写機の保守） 

第７条 乙は、甲が複写機を常時正常な状態で使用できるように定期的に技術員を設置場

所に派遣し、複写機の点検及び調整を行わせなければならない。 

２ 乙は、複写機が故障したときは、甲の請求により直ちに技術員を設置場所に派遣して

修理に着手させ、複写機を正常な状態に回復させなければならない。 

３ 乙は、甲に複写機の操作方法を指導するものとする。 



（消耗品等の供給） 

第８条 乙は、複写機に必要な消耗品（紙及びステープル針を除く。）を円滑に供給しなけ

ればならない。 

（設置場所の変更） 

第９条 甲は、第２条の設置場所を変更するときは、あらかじめ乙に通知し、その承諾を

受けなければならない。 

（秘密の保持） 

第１０条 乙は、保守の履行に際し知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。 

（契約の解除） 

第１１条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがない場合

は、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、契約解除に伴う費用

は、乙が負担する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、甲は、令和８年度以降の甲の歳出予算において、この契

約の保守代金等について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができ

る。この場合において、契約解除に伴う費用は、甲が負担する。 

３ 甲及び乙は、前２項に規定するほか必要がある場合は、甲乙協議の上、１か月前まで

に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人

にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる

者がいると認められるとき。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実

質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以

下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する



など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有していると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警

察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の

賠償を乙に請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１３条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することが 

できる。ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。） 第４９条に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、

当該措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６

２条第１項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」

という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定によ

り取り消された場合を含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が

乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われ

たときは、契約者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）

を行った場合において、乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があ

ったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があった

とされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、こ

の契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間

を除く。）に入札等（見積書等の提出に基づく受注者選定を含む。）が行われたもので

あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行

為について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独



占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したと

き。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わ

ず、賠償金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれ

か多い額を甲に対して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事

由に該当した場合も同様とする。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、そ

の責めを負わないものとする。 

（消耗品の返還） 

第１４条 甲は、この契約が終了したときは、乙が供給した残存する消耗品を乙に返還し

なければならない。 

（疑義等の決定） 

第１５条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議

して定めるものとする。 

 上記契約を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、それぞれ１

通を保有する。 

   令和８年４月１日 

                    甲 和歌山市七番丁２３番地 

                      和歌山市 

                      和歌山市公営企業管理者 瀬 崎 典 男 

 

 

乙 



１　賃貸借の名称

２　賃貸借番号

３　担当課 維持管理課

４　質問及び回答

　（１）質問は、文書で提出してください。提出は持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールに

　　よるものとし、電話によるものは受け付けません。ただし、郵送、ファクシミリ又は電子メ

　　ールにより質問書を提出した場合は、着信を確認してください。

　（２）提出先は、公告文等についての質問は契約課調達班、仕様書等についての質問は

　　担当課となります。（入札説明書４参照）

　（３）質問の提出の受付は、公告日から令和８年２月１３日（和歌山市の休日を定める条例

　　（平成元年条例第６２号）第１条に規定する休日を含まない。）までの執務時間中（８時３０

　　分から１７時１５分まで）とします。

　（４）回答については、できるだけ速やかに和歌山市企業局のホームページに掲示します。

複写機（赤黒）賃貸借及び保守契約（低速機Ⅰ）（維持管理課）

2

質問・回答について


